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平成２７年度国民健康保険事業運営基本方針 

 

１ 現 状 

 

（１） 国民健康保険の加入状況について 

 

 少子高齢化の進展等による社会構造の変化と経済情勢を反映して、国民健康保険の加入者は

高齢者や失業者、非正規労働者等が増えています。 

 ここ数年の本市国民健康保険の被保険者数（年度平均）を見ると、平成 19 年度は前年度比

で 0.85％の減少に転じ、さらに、平成 20 年度の医療制度改革により平成 20 年 4 月に創設され

た後期高齢者医療制度に 75 歳以上の約 1 万 8 千人の方が移行したため、平成 20 年度の被保険

者数は前年度比で 19.7％の大幅な減少となりました。その後リーマンショックによる経済雇用

状況の悪化などにより、平成 21 年度は前年度比で 0.89%増加しましたが、平成 22 年度は前年

度比で横ばい、平成 23 年度は前年度比で 0.39%減少、平成 24 年度は前年度比で 1.27%、被保

険者数で 990 人の減少、平成 25 年度も 24 年度と同じ前年度比で 1.27%、被保険者数では 977

人減少しています。 

 被保険者数の内訳では、退職者医療制度が平成 19 年度をもって廃止（65 歳未満の方につい

ては平成 26 年度まで継続）となったため、平成 20 年度の一般被保険者数は前年度比で 25.2％

増加し、退職被保険者及びその被扶養者数は前年度比で 72.8％の大幅な減少になりました。平

成 25 年度は被保険者全体に対する構成比で見ると、一般被保険者が 95.4％、退職被保険者及

びその被扶養者が 4.6％になっています。この構成割合につきましては、平成 21 年度以降 23

年度までは大きく変わっていませんでしたが、平成 24 年度以降は、一般被保険者が若干増え、

退職被保険者及びその被扶養者が若干減っております。また、被保険者の人数では前述のとお

り前年度に比べ、一般被保険者が 545 人、退職被保険者及びその被扶養者が 432 人の計 977

人が減少になっています。 

 国保加入世帯数では、平成 19 年度までは微増していましたが、平成 20 年度は前述の医療制

度改革により前年度比で 16.1％と大幅に減少しました。その後平成 22、23 年度は前年度比で

微増しましたが、平成 24 年度は前年度比で 0.48%、世帯数で 213 世帯の減少、平成 25 年度も

前年度比で 0.22%、世帯数で 98 世帯の減少になっています。 

 次に、本市国民健康保険の介護保険第２号被保険者数は、介護保険が始まった平成 12 年度以

降は毎年度 2％程度増加していましたが、平成 16 年度をピークに平成 17 年度からは減少傾向

に転じていました。前述のリーマンショックによる経済雇用状況の悪化が反映し、平成 21 年度

の対象者は 27,756 人となって下げ止まり、平成 22、23 年度の対象者は微増となりました。し

かし、平成 24 年度は前年度比で 10.68%、対象者数で 3,026 人減少し、対象者は 25,306 人にな

りました。平成 25 年度は再び前年度比で 4.96%、対象者数で 1,254 人の増加となり、対象者数

は 26,560 人で、国保被保険者に占める割合は 34.8％になりました。 
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（２） 国民健康保険税の収納状況について 
 

 保険税収納率向上対策として、年間を通した収納実績や徴収嘱託員、口座振替、コンビニ収

納、短期証の更新状況、督促・催告状発送状況、滞納処分状況等を踏まえて、毎年次年度の収

納率向上対策事業計画を策定し、実施するとともに、随時評価分析を関係各課を交えて行って

います。 

 平成 26 年度は、口座振替の勧奨、特に新規加入世帯への勧奨や、休日開庁及び 4 か月の短期

被保険者証（通称：短期証）更新時の納付相談・指導等の機会を通じ、滞納の減少に努めてい

ます。特に現年課税分の滞納者に対しては、早期に納付指導を行い、一括納付が難しい場合に

は、分割納付を指導しています。また、支払能力がありながら納付相談や納付指導等に応じな

い世帯には、被保険者資格証明書（通称：資格書、平成 26 年 12 月末現在で 39 世帯、40 人）

を交付しています。ただし、以前から 18 歳以下の子どものいる世帯には資格書の交付はしてい

ませんでしたが、平成 22 年 7 月から 18 歳以下の子どもには短期証の交付もしないこととし、

通常の被保険者証を交付しています。さらに預貯金や生命保険等の財産調査も行い、交付要求

や差押えなどの滞納処分についても重点的に実施しています。 

 現年課税分収納率については、税率改定を行った平成 10 年度は 89.69％でそれまでの最低と

なりましたが、以後微増傾向が続いていました。しかし、平成 20 年度は医療制度改革の影響

や秋以降の経済雇用状況により、収納率は前年度比で 2.99％の大幅な減少となり、88.45％に

なりました。その後平成 21 年度はさらに下がりましたが、平成 22 年度は前年度比で 0.99%増

加の 88.96%、平成 23 年度は前年度比で 0.16%減少の 88.8%、平成 24 年度は前年度比で 0.20%

増加の 89.0%、平成 25 年度は前年度比で 0.28%減少の 88.72%とここ数年は増減を繰り返して

います。県内 19 市平均は 90.58％で、本市は上位から 14 番目でした。 

滞納繰越分を含めた全収納率は、平成 10 年度は 75.26%で、以後下降傾向が続き平成 15 年

度は 69.15％となりました。平成 16 年度からは 69.40％と微増に転じ、平成 18 年度は 70.54％

となり、70％台を回復し、さらに平成 19 年度は 70.44％となりました。しかし、平成 20 年度

は 65.94％と大幅に減少し、その後も平成 21 年度 64.79％、平成 22 年度 63.94%と減少しまし

た。平成 23 年度は 64.88%、平成 24 年度は 65.18%と増加しましたが、平成 25 年度は 64.66%

と再び減少しました。 

 

 ア 年度別収納率の推移 
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 イ 県下１９市現年度分収納率調べ 
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ウ 保険税（料）1 人当たり及び 1 世帯当たり現年度分課税額（調定額）年度別推移 

 平成 20 年度は医療制度改革と税率等の引上げ改定の効果により、1 人当たりの調定額は前年

度に比べ増額となり、県下 19 市中 17 位から 12 位になりました。その後、平成 21 年度は 13

位、平成 22 年度は 15 位に下がり、平成 23 年度は税率の引き上げ改定を行ったこともあり 8

位に上がりましたが、平成 24 年度は 9 位に、平成 25 年度は 14 位に下がっています。また、

平成 20 年度は 1 世帯当たりの調定額も前年度に比べ増額となり、県下 19 市中 14 位から 12

位になりました。その後、平成 21 年度は 12 位、平成 22 年度は 15 位に下がり、平成 23 年度

は 7 位に上がりましたが、平成 24 年度は 9 位に、平成 25 年度は 13 位に下がっています。 
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（３） 高齢受給者による国保財政への影響 
 

 平成 14 年 10 月から老人保健制度の医療対象者年齢が、70 歳から 75 歳（平成 19 年 10

月に経過措置が終わり 75 歳以上）に段階的に引上げられ、それまでは老人保健制度に移行

していた 70 歳に到達した被保険者が高齢受給者として国民健康保険に残ることになりまし

た。保険給付割合も原則 9 割ということも相まって医療費の増加傾向が続きました。 

 平成 20 年度からは、高齢受給者の給付割合が原則 8 割となりましたので、一時的には保

険給付費は抑制されましたが、平成 21 年度以降は高齢受給者の増加とともに伸びています。

（70 歳以上の方（現役並み所得者を除く）の一部負担金は、指定公費負担医療として国が 1

割を負担し、高齢受給者の患者窓口負担を原則 1 割に据置く特例措置が平成 20 年度から 25

年度までとられていました。この 2 割から 1 割に据置かれている特例措置は、平成 26 年 4

月 2 日以降新たに 70 歳に到達された方から順次本来の 2 割負担となり、すでに 1 割に据置

かれている方は 75 歳の誕生日の前日まで延長されることとなりました。） 
 

ア 高齢受給者数の推移と保険給付費の伸び 
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２ 平成２７年度国民健康保険事業運営基本方針 

 

 近年、高齢化の進展や医療技術の高度化などにより医療費が増大しています。さらに高齢

者や失業者などが多く加入する国民健康保険は、保険税の収入率が伸び悩んでおり、厳しい

財政運営が続いている状況です。 

政府は平成 27 年 1 月 13 日、社会保障制度改革推進本部の第 3 回会合で次期医療保険改革

の骨子を決定しました。国民健康保険改革については、平成 30 年度から都道府県が財政運

営の責任主体となって中心的な役割を担うことや、市町村は、保険税の賦課徴収、資格管理・

保険給付の決定、保健事業などを引き続き担うことなど昭和 36 年度の国民皆保険達成以来

の大きな理念変更を伴う改革方針が盛り込まれました。本市としても、この骨子に基づき、

今後通常国会に提出される改正法案等について注視していきます。 

また、被保険者へは、国民健康保険事業の運営に当たって理解と協力が得られるように、

パンフレット、「広報ひらつか」、ホームページ、FM 湘南ナパサの「健康福祉ふれあい広場」

等を通じて広報し、国民健康保険制度と本市国民健康保険の現状について周知に努めて参り

ます。 

 

（１）国民健康保険税課税事務の円滑かつ適正な実施 

 国民健康保険税の適正な課税処理に努め、地方税法等の改正があった場合は、速やかに、

かつ的確に対応します。 

 財政状況については、平成 26 年度の決算状況と平成 27 年度上期の状況を評価、分析し

ます。そして、この結果と本市を取り巻く社会経済情勢を鑑みつつ、中長期的視野から国

民健康保険財政健全化に向けた給付と負担のバランスを考慮し、必要があると認められる

ときは平成 28 年度に向けて保険税率等の見直しを行います。 

 

（２）国民健康保険税収納率向上対策（目標 現年課税分収納率  90.0％） 

・納付環境の円滑な運用の整備（導入済のもの） 

◇当初納税通知書をコンビニ対応納付書に 

◇納付書付き督促状（平成 21 年 12 月から実施） 

◇普通徴収の納期ごとの分割金額の端数処理を千円未満から百円未満とし、最初の納

期とその後の納期の納付金額を平準化（平成 22 年度） 

◇年金からの特別徴収を実施（平成 22 年 10 月から実施） 

◇収納実務経験者を 1 名配置 

・財産調査を含む高額滞納者に対する滞納処分の強化 

・口座振替の勧奨、特に新規加入世帯への勧奨 

・短期証期限の見直し（4 か月から 6 か月）による収納事務の効率化 

・早期滞納者に対し、電話催促や戸別訪問による納付指導 

・資格書及び短期証交付世帯における接触機会の確保と納付指導 

・居所不明調査に基づく執行停止の計画的実施及び徴収見込みのない世帯の執行停止 

・休日開庁（月例）を利用した納付及び納付相談の実施 

・定期的な休日臨戸訪問（年 6 回）の実施 

・徴収嘱託員と収納担当者との連携の強化 

・所得未申告者の調査 

・納付困難な世帯への減免制度の周知・活用 

・未納が解消しない世帯に財産調査を実施し、「財産調査着手事前通知書」や「差押処分実

施通知書」を送付 
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（３）被保険者資格適用の適正化 

・医療保険未加入者や医療保険二重加入者等に対する広報 

 

 
    

・居所不明の調査及び医療保険二重加入者の資格の適正化 

  

（４）医療費適正化 

・レセプト点検専門嘱託員によるレセプト内容点検の習熟度の向上 

・「傷病原因調査一覧」を有効に活用し、第三者加害行為事故、労災事故等の発見に努める 

・医療費通知を年 4 回実施 

・ジェネリック医薬品差額通知を年 3 回実施 

・被保険者証の交付時に、裏面の臓器提供意思表示欄の個人情報保護のため、ジェネリッ

ク医薬品希望意思表示シールを配布 

・療養費支給申請書の二次点検及び被保険者調査を毎月実施 

・療養費支給申請書の被保険者調査結果に基づく、療養費支給申請書の点検の充実を図る 

・減額査定通知を年 2 回実施 

・重複・多重受診者に対し、医療機関と連携し、保健師による適正受診への指導（同行受

診を含む）を実施 

・国保団体連合会へ必要があると認められるときは海外療養費の不正受給対策業務を委託し、

海外療養費支給の適正化に努める 

 

（５）保健事業の推進（特定健康診査・特定保健指導を含む） 

・特定健康診査・特定保健指導実施計画（第２期）に基づく円滑な事業展開の実施 

     ◇特定健康診査・特定保健指導の認知度を上げ、受診率及び実施率を向上するための

広報の充実（ポスター掲示による効果的な特定健康診査の周知等） 

     ◇個別通知する受診券やお知らせ文の改善 

・特定健康診査未受診者対策 

     ◇ダイレクトメール（ＤＭ）による特定健康診査受診勧奨の実施 

     （年２回の送付に加え、節目年齢の方へ受診を促す内容のＤＭを別途送付） 

   ・国民健康保険人間ドック実施機関の拡充を図る（特定健康診査関連事業として） 

   ・関係部署（健康課（保健センター）、平塚市民病院）との連携 

     ◇特定保健指導（健康課） 

     ◇健康総合相談窓口（平塚市民病院） 

・適切、時宜的なパンフレットの窓口配布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報については、パンフレット配布、広報ひらつか、ホームページ、FM 湘南ナパサ

「健康福祉ふれあい広場」等の各広報メディアの活用 
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３ 平成２７年度国民健康保険事業特別会計当初予算（案）の概要 

 

（１）平成 27 年度当初予算案の歳入歳出総額は、338 億 8,100 万円で、前年度当初予算と比

べ 39 億 8,800 万円増、率にして 13.3％増となります。当初予算の総額が大きく増加した

ことにつきましては、平成 27 年度から市町村国保の都道府県単位の保険財政共同事業に

ついて、事業対象をすべての医療費に拡大することとなったことが大きな要因となります。 

当初予算編成に当たって被保険者数の推計では、昨年に引き続き一般被保険者、退職被

保険者等及び介護保険第 2 号被保険者は減少しており、特に退職者医療制度が平成 27 年

度から段階的に廃止されるため、退職被保険者等は大きく減少しています。また、一般被

保険者うち前期高齢者数の推計では、昨年に引き続き増加しています。被保険者数の減少

と高齢化の進展により、歳入の保険税収入は減少し、歳出の保険給付費は一般被保険者分

の療養給付費、高額療養費は増加するものの、退職被保険者等分の療養給付費、療養費、

高額療養費は被保険者数の減少が大きく影響し、減少すると見込んでいます。 

 

（２）歳入においては、国民健康保険税は前年度当初予算と比べて、一般被保険者分は 2,574

万円余減、退職被保険者等分は 1 億 1,159 万円余減となり、全体では 1 億 3,734 万円余減

の 63 億 5,356 万円余を計上しています。 

 国庫支出金は、定率国庫負担金である療養給付費等負担金、高額医療費共同事業負担金、

特定健康診査等負担金、財政調整交付金等の交付見込額として 55 億 8,076 万円余を計上

しています。 

 療養給付費交付金は退職者医療制度による交付金で、歳出の退職被保険者等に係る療養

給付費等の保険給付費、後期高齢者支援金等に対する交付金見込額として 11 億 3,397 万

円余を計上しています。 

 前期高齢者交付金は、平成 21 年度から平成 26 年度までの交付実績から推計して、81

億 85 万円余を計上しています。 

 県支出金は、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金、県財政調整交付金と

して 16 億 4,249 万円余を計上しています。 

 共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金と保険財政共同安定化事業交付金を合わ

せて 71 億 9,398 万円余を計上しています。 

 繰入金は、法定繰入金とその他一般会計繰入金を計上しています。その他一般会計繰入

金は、財政援助的な繰入金で、被保険者の負担を軽減し、国保財政の健全化を図る目的か

ら 18 億 9,427 万円余を計上しています。全体として繰入金は 34 億 280 万円余を計上して

います。 

 

（３）歳出においては、保険給付費の一般被保険者分の療養給付費、高額療養費は、被保険者

数は減少するものの、1 人当たり保険者負担額は増加すると見込み、増で計上しています。

また、退職被保険者等分の療養給付費、療養費、高額療養費は、対象となる元の人数が少

ないことから退職被保険者等の人数の減少が大きく影響すると見込み、減で計上していま

す。保険給付費全体では前年度当初予算の 0.8％減の 200 億 7,284 万円余を計上していま

す。 

 後期高齢者支援金等及び前期高齢者納付金等は、平成 21 年度から平成 26 年度までの実

績から推計し、後期高齢者支援金等が前年度当初予算の 0.6％増の 43 億 3,022 万円余を、

前期高齢者納付金等が前年度当初予算の 15.4％減の 632 万円余を計上しています。 

 老人保健拠出金は、老人保健制度が平成 20 年 3 月 31 日で廃止されていることから、精

算処理の所要見込額を計上しています。 

 介護納付金は、国民健康保険に加入している 40 歳から 64 歳までの介護保険 2 号被保険
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者数の減少と 1 人当り負担額の伸び率、実績等を勘案し、前年度当初予算より 4.5％減の

15 億 8,136 万円余を計上しています。 

 保健事業費は、前年度当初予算では科目のなかった病院事業費が設定されたこともあって、 

前年度当初予算に対して 8.9%増の 2 億 5,568 万円余を計上しています。 
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参 考 

 

主な医療制度改正（平成 18年度以降）について   ～ 国民健康保険関係を抜粋 ～ 

 

１ 平成 18 年 4 月 1 日施行 

○国保財政基盤安定化策の継続 

・高額医療費共同事業 

 高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するために、都道府県単

位で財政リスクを分散する事業 

 交付基準が 1 件 70 万円以上から 80 万円以上に引き上げられる。 

 負担区分 市町村国保 1／2、都道府県 1／4、国 1／4 

・保険者支援制度（保険基盤安定制度） 

 市町村国の財政基盤を強化するために、低所得者を多く抱える保険者を財政

的に支援する制度 

 負担区分 国 1／2、都道府県 1／4、市町村 1／4 

 

２ 平成 18 年 10 月 1 日施行 

○現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し 

・現役並み所得者の 70 歳以上の高齢者の自己負担は 3 割（従来は 2 割） 

○療養病床に入院する高齢者の食費・住居費の見直し（生活療養費標準負担額） 

・対象者 療養病床に入院する 70 歳以上の高齢者 

・負担額 食 費  食材料費及び調理コスト相当を負担 

  居住費  光熱水費相当を負担 

            平成 18 年 9 月まで        平成 18 年 10 月から 

 食費（一食単位）  食費（一食単位） 住居費（日額） 

現役並み 
所得者 

260 円  460 円* 320 円 

一 般 260 円  460 円 320 円 

低所得者Ⅱ 
210 円 

［160 円］ 
⇒ 210 円 320 円 

低所得者Ⅰ 
② 

100 円 
 
 

130 円 320 円 

低所得者Ⅰ 
① 

－   100 円 0 円 

＊ 保険医療機関の施設基準等により、420 円となる場合もあります。 

※ 〔 〕内は入院 4 か月目以降の負担額 

※ 入院医療の必要性の高い患者（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者

や脊椎損傷（四肢麻痺が見られる状態）、難病等の患者）については、現行ど

おり食材料費相当のみの負担となります。 

○高額療養費の基準額（自己負担限度額）の引き上げ 

 高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ、賞与を含む報酬

総額に見合った水準に引き上げる。 

・自己負担限度額 

   70 歳未満 

住民税非課税  35,400 円（据え置き） 

   一  般    80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１％ 
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   上位所得者   150,000 円＋（医療費－500,000 円）×１％ 

   (基礎控除後の所得 600 万円以上) 

合算対象基準額 一律 21,000 円 

   ７０歳以上（老健も同じ） 

    個人単位 

     現役並み所得者 44,400 円 

     一 般     12,000 円 （据え置き） 

     低所得者Ⅱ    8,000 円 （据え置き） 

     低所得者Ⅰ    8,000 円 （据え置き） 

    世帯単位 

     現役並み所得者 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１％ 

     一 般     44,400 円 

     低所得者Ⅱ    24,600 円 （据え置き） 

     低所得者Ⅰ   15,000 円 （据え置き） 

※ 現役並み所得者 同一世帯に課税所得が145万円以上の所得がある７０歳

以上の国保被保険者又は老人保健対象者がいる人 

         （年収で単身世帯 383 万円以上、複数世帯 520 万円以上） 

        ただし、課税所得が 213 万円未満の方、若しくは年収が

単身世帯 484 万円、複数世帯で 621 万円に満たない人で申

請した方は一般として取扱われる。（経過措置） 

低所得者Ⅱ   同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税

である人 

低所得者Ⅰ   同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税

であって、その世帯の所得が一定基準以下の人 

（同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、

その世帯の各所得が必要経費・控除（年金所得は控除額を

80 万円として計算）を差し引いたときに 0 円となる人） 

○保険財政共同安定化事業の創設 

 都道府県内の市町村国保間の保険料(税)の平準化、財政の安定化を図るため、国

保団体連合会を実施主体として市町村国保の拠出により、1 件 30 万円を超える一般

被保険者の医療費の 8 万円を超える部分について、定率の交付金を交付するという

保険財政共同安定化事業を創設 

○現金給付の見直し   

 少子化対策等の観点も踏まえ、給付の重点化を図ることとし、国が被用者健康保

険等の出産育児一時金及び家族出産育児一時金を引き上げ、葬祭費を引き下げたの

と同様の措置を行った。 

・出産育児一時金 （30 万円→35 万円） 

・葬祭費     （一律 5 万円に引き下げ（本市国保は 7 万 5 千円→5 万円）） 

 

３ 平成 19 年 4 月 1 日施行 

○70 歳未満の入院患者に係る高額療養費の現物給付化 

 高額療養費の自己負担限度額は、所得により複数の区分があることから、医療機

関窓口でその区分を明らかにするため、被保険者の申請により、「限度額適用認定証」

又は｢限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付し、医療機関窓口で提出させるこ

とにより現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとど

める。 
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４ 平成 20 年 4 月 1 日施行 

○後期高齢者（75 歳以上）を対象とした後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の創設 

 後期高齢者については,その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成 20 年度に後

期高齢者医療広域連合を実施主体とした後期高齢者医療制度が創設され、老人保健

法による医療制度は廃止された。 

 従来、被用者保険ないし国民健康保険に加入していた 75 歳以上（一定の障がい

をもつ 65 歳以上）の者は、原則として後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に移

行した。 

 後期高齢者の保険料（1 割）、国保・被用者保険からの加入者数に応じた後期高齢

者医療支援金（約 4 割）及び公費（約 5 割）を財源とする。 

○後期高齢者支援金等課税額の創設、 

 国民健康保険税に既存の基礎課税額（医療給付費分）、介護納付金課税額のほかに

もう 1 つ後期高齢者支援金等課税額を設ける。 
 

（平成 19 年度まで） 

（国民健康保険税）＝（医療給付費分）             ＋（介護納付金分） 

（平成 20 年度以降） 

（国民健康保険税）＝（医療給付費分）＋（後期高齢者支援金等分）＋（介護納付金分） 

○後期高齢者医療制度の実施が円滑に図られるよう、講じられる国民健康保険税の軽減措置 

 等 

・軽減を受けている世帯の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより世

帯の国保被保険者が減少しても、5 年間、従前と同様の国民健康保険税の軽減が

受けられるようにする。 

・被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより国保が単身世帯となる者に

ついて、5 年間、基礎課税額（医療給付費分）及び後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額を半額とする。 

・被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者が

国保被保険者となる場合、2 年間、後期高齢者医療制度と類似の国民健康保険税

緩和措置講ずるため、条例により減免する。 

○前期高齢者（65 歳～74 歳）の医療費に係る財政調整制度の創設 

 65 歳から 74 歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、

前期高齢者の偏在による保険間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、各

保険者の加入者数に応じてこれを調整する制度が創設された。 

○現行の退職者医療制度は廃止（平成 26 年度まで経過措置） 

 現行制度からの円滑な移行を図るため、平成 26 年度までの間における 65 歳未満

の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。 

○70 歳～74 歳の高齢者（現役並み所得者を除く）の患者負担見直し（1 割→2 割） 

 高齢受給者の一部負担金を原則 1 割から原則 2 割に引き上げた。 

（現役並み所得者は平成 18 年 10 月から 3 割負担） 

※ 70 歳～74 歳の医療費自己負担増（1 割→2 割）を平成 23 年 3 月 31 日まで凍結

することになりました。具体的には、「保険給付は 8 割」とし、新たな公費負担医

療（「指定公費負担医療」）により対応されています。 

（現役並み所得者は平成 18 年 10 月から 3 割負担） 
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○70 歳以上 75 歳未満の高齢者の自己負担限度額の見直し（平成 20 年度は凍結された） 

 所得区分で一般に区分される者の自己負担限度額を 70 歳未満の者（80,100 円）

と 75 歳以上の者（44,400 円）の中間水準（62,100 円）に設定する。 

外来（個人ごと）は、24,600 円（現行 12,000 円）になる。 

○療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の見直し（生活療養費標準負担額） 

～ 新たな高齢者医療制度の創設に伴う措置 ～ 

対象者 療養病床に入院する 65 歳以上 70 歳未満の高齢者 

○乳幼児の患者負担軽減（2 割負担）措置の拡大（3 歳未満→義務教育就学前） 

○高額医療・高額介護合算制度の創設 

 医療保険及び介護保険の自己負担限度額が著しく高額になる場合に負担を軽減す

る仕組みを設ける。 

・自己負担限度額 

■自己負担限度額（年額・毎年 8 月～翌年 7 月） 

所得区分 70 歳未満 所得区分 70～74 歳 所得区分 
後期高齢者
医療制度 

上位所得者 126 万円 
現役並み 

所得者 
67 万円 

現役並み 

所得者 
67 万円 

一  般 67 万円 一 般 56 万円 一 般 56 万円 

住民税 

非課税世帯 
34 万円 

低所得者 

Ⅱ 
31 万円 

低所得者 

Ⅱ 
31 万円 

 
低所得者 

Ⅰ 
19 万円 

低所得者 

Ⅰ 
19 万円 

 

経過措置 

■自己負担限度額（平成 20 年 4 月～平成 21 年 7 月） 

所得区分 70 歳未満 所得区分 70～74 歳 所得区分 
後期高齢者
医療制度 

上位所得者 168 万円 
現役並み 

所得者 
89 万円 

現役並み 

所得者 
89 万円 

一  般 89 万円 一 般 75 万円 一 般 75 万円 

住民税 

非課税世帯 
45 万円 

低所得者 

Ⅱ 
41 万円 

低所得者 

Ⅱ 
41 万円 

 
低所得者 

Ⅰ 
25 万円 

低所得者 

Ⅰ 
25 万円 

■自己負担限度額の計算 

・同一世帯でも国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算 

・70 歳未満の人の医療費は、21,000 円以上の自己負担額が対象 

・所得区分は、毎年 7 月 31 日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用 

・同一世帯に 70 歳未満と 70～74 歳の人がいる場合は、まず 70～74 歳の自己負担限度

額を適用して残った自己負担額に、70 歳未満の自己負担額を合算して 70 歳未満の自

己負担限度額を適用 

 また、70～74 歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ 70～74 歳の自己負

担限度額を適用 

 

○特定健康診査・特定保健指導の実施 

 医療保険者が 40 歳以上の 75 歳未満の加入者に対して、特定健康診査・特定保健指導を

実施することになった。 
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○国民健康保険税（料）の年金からの特別徴収 

 神奈川県内の市町村国民健康保険は、横浜市と本市を除き平成 20 年 10 月から特別徴収

を開始した。 

本市は基幹システムのオープン化に伴い実施を猶予されていましたが、平成 22 年 10 月

から年金からの特別徴収を実施した。 

 

５ 平成 21 年 1 月 1 日施行 

○産科医療補償制度の創設 

 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能

と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。 

・産科医療補償制度の保険料相当額（3 万円）を上乗せして出産育児一時金（35 万円

＋3 万円＝38 万円）を支給することになった。 

 

６ 平成 21 年 10 月 1 日施行 

○国の緊急少子化対策で、平成 23 年 3 月 31 日までの特例措置として出産育児一時金を 4

万円引き上げて 42 万円（産科医療補償制度該当外の場合は 39 万円）とするとともに、

直接支払制度が導入された。 

※4 万円のうち、2 分の 1 は国が補助金を交付する。 

 

７ 平成 22 年 4 月 1 日施行 

○非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置の創設 

 倒産・解雇などによる離職者（特定受給資格者）や雇い止めなどによる離職者（特定

理由離職者）に対して、申告により国民健康保険税（料）算定について前年の給与所得

をその 100 分の 30 とみなして行います。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までの

期間になる。 

 

８ 平成 23 年 1 月 1 日施行 

○「特定活動」の在留資格で入国・在留する者のうち、医療を受ける活動又は当該活動を

行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留するものは、国民健康保

険の適用除外とする。 

 

９ 平成 23 年 4 月 1 日施行 

         ○出産育児一時金の 42 万円（産科医療補償制度該当外の場合は 39 万円）の恒久化措置 

    ※平成 23 年度の国庫補助は 1 万円（平成 24 年度以降はなし） 

 

１０ 平成 24 年 4 月 1 日施行 

   ○外来患者に係る高額療養費の現物給付化 

     従来の入院療養等に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担

が高額療養費の自己負担限度額を超える場合、患者が高額療養費を事後に申請して受給

する手続きに代えて、保険者から医療機関等に高額療養費を支給することで、窓口での

支払いを自己負担限度額までにとどめる。 

   ○市町村に対する国庫負担割合及び都道府県負担割合の変更 

     市町村が行う国民健康保険における保険給付費等に要する費用に対する都道府県調整

交付金の割合を 7％から 9％に引き上げるとともに、これに応じて、当該費用に対する

国の療養給付費等負担金の割合を 34％から 32％に引き下げる。 

 



 

－19－ 

１１ 平成 24 年 7 月 9 日施行 

   ○改正住民基本台帳法の施行に伴う外国人の国民健康保険の加入要件の変更 

     国民健康保険の被保険者となる外国人は、外国人登録法に基づく登録を受け、「１年

以上の在留期間を決定されたもの」とされていましたが、外国人登録法が廃止され、適

法に３か月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する者は住民基本台帳法の

適用対象とされることとなるとともに、国民健康保険の被保険者となるとされた。 

 

１２ 平成 25 年 4 月 1 日施行 

   ○地方税法の一部改正に伴う特定世帯等に係る国民健康保険税の軽減特例措置の延長等 

     国民健康保険税に関し、平成 20年 4月に後期高齢者医療制度が創設されたことに伴っ

てとられた保険税の軽減特例措置の延長等の２点についての改正 

     ・すでに軽減を受けている世帯で、国保から後期高齢者医療制度への移行により国保

の被保険者が減少しても、国保の被保険者でなくなった者を含めて軽減判定所得の

算定をすることとしている特例を恒久化する。 

     ・二人世帯で一人が後期高齢者医療制度へ移行し、もう一人が国保に残った世帯につ

いて、世帯別平等割額を最初の５年間は２分の１を減額するこれまでの措置に加え、

その後３年間は４分の１を減額する。 

 

１３ 平成 26 年 4 月 1 日施行 

○地方税法施行令の一部改正に伴う低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充 

     国民健康保険税の応益分保険税について実施している 7割、5割、2割軽減のうち、5

割軽減と 2割軽減の軽減判定所得を引き上げることにより対象を拡大する改正 

     ・5 割軽減の所得基準額の算定式は、「世帯主を除く被保険者数」が「被保険者数」

となり、単身世帯も対象となるとともに、2人世帯以上の世帯は 24万 5千円軽減判

定所得が引き上げられる。 

     ・2割軽減の所得基準額の算定式は、「35万円」が「45万円」となり、世帯の被保険

者等の人数 1人につき、10万円が引き上げられる。 

   ○70歳～74歳の被保険者に係る窓口負担の特例措置（現役並み所得者を除く）の見直し 

     特例措置により法律上 2割の窓口負担が 1割負担とされてきましたが、平成 26年度か

らこの特例措置が見直される。 

     ・平成 26年 4月 2日以降新たに 70歳に到達された方は、誕生日の翌月から窓口負担

が 2割となる。 

     ・平成 26年 4月 1日までに 70歳に到達された方は、平成 26年 4月以降も窓口負担は

1割のまま変わらない。 

 

 



I 国民健康保険税の課税限度額を見直す。
Ⅱ 低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を
踏まえ、所要の見直しを行う。

鞭

保険税額

国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し
(国民健康保険税)

I課税限度額の見直し

<現行> <改正後>
■ 課税限度額 (改正後)

基礎課税額 :52万円

後期高齢者支援金等課税額 :17万円

介護納付金課税額 :16万円

中間所得層の被保険者の負担に配慮した
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・
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「 国民健康保険税の見直しが可能となる。
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応能分 (約 5σ/o) 応能分 (約 5σ/o)

応益分 (約 5σ/o) 応益分 (約 5σ/o)

Ⅱ経済動向等を踏まえ、
軽減判定所得を見直し

所得額 所得額

■ 課税限度額 (現行)

基礎課税額 :51万円

後期高齢者支援金等課税額 :16万円

介護納付金課税額 :14万円

保険税額

′

´

″

″

″

■ 軽減判定所得 (現行 )

7割軽減基準額=基礎控除額G3万円)

5割軽減基準額

=基礎控除額G3万円)+24五万円×(被保険者数*)

2割軽減基準額
=基礎控除額G3万円)+45万円X(被保険者数*)

■軽減判定所得 (改正後)

① 5割軽減基準額
=基礎控除額G3万円)+26n万円×(被保険者数*)

② 2割軽減基準額
=基礎控除額G3万円)+47万円×(被保険者数*)

*被保険者数には、同 じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から

後期高齢者医療の被保険者に移行 した者を含む。
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1資料 3

平塚市国民健康保【父税滞納者の被保険者証等の取扱いに関する要綱

の一部改正について

改正の要旨

滞納世帯に交付している短期被保険者証 (以下「短期証」という。)は法令に定められ

たものではありませんが、各自治体において国民健康保険税 (料)の滞納者に対する接触

機会 (納付相談・納付指導)を確保することを目的として運用しています。短期証の有効

期限は現在 4か月 (5月 末・ 9月 末・ 1月 末の年 3回)を更新時期としていますが、これ

を6か月 (9月 末・ 3月 末)に変更するものです。なお、平成 27年度の 9月 末は2年に

1度の被保険者証の一斉更新にあたるため、これにあわせて要綱及び国民健康保険システ

ムの変更をいたします。

2 改正の理由

短期証の更新時期には上記の目的のため、短期証交付世帯に一斉に通知文書を発送し、

土日も窓口を設けていますが、実際に更新に来庁される方の多くは継続的に滞納分の保険

税を納めている比較的誠実な世帯であり、多くは接触なく有効期限切れのまま過ごし、実

際に疾病等にかかる際に被保険証が必要になり来庁するケースが多くを占めており、効果

が少ない状況です。

3 改正による効果

中途の更新を減らすことにより、保険税担当において徴税吏員として取り組むべき他の

事務 (滞納処分・調査等)への強化・集中が期待できます。

通信運搬費及び職員経費の削減につながります。

4 施行 日

平成 27年 6月 1日

5 新旧対照表等

別紙のとおりです。

以  上

-1-



平塚市国民健康保険税滞納者の被保険者証等の取扱いに関する要綱の一部改正に伴 う新旧対照表 (案 )

改正部分

Ｉ
Ｎ
Ｉ

改正要旨

短期被保 険者

証の有効期限を

改正する。

改 正 案

(短期被保険者証の交付 )

第 2条 法第 9条第 10項の規定により通例定める期 日より

前の期 日を定めた被保険者証 (以下「短期被保険者証」とい

う。)を交付する世帯主は、国民健康保険税の滞納額が納付す

べき額の2分の 1を超える世帯又は滞納額が60万円以上ある

世帯の世帯主とする。ただし、滞納額は被保険者証の一斉更新

時における過去 3年度分及び納期到来分までの合計とする。

2 前項の短期被保険者証の有効期限は、6か月とする。

3 省略

現   行

(短期被保険者証の交付 )

第 2条 法第 9条第 10項の規定により通例定める期 日より

前の期 日を定めた被保険者証 (以下「短期被保険者証」とい

う。)を交付する世帯主は、国民健康保険税の滞納額が納付す

べき額の2分の 1を超える世帯又は滞納額が60万円以上ある

世帯の世帯主とする。ただし、滞納額は被保険者証の一斉更新

時における過去 3年度分及び納期到来分までの合計とする。

2 前項の短期被保険者証の有効期限は、4か月とする。

3 省略


